
別記様式第1号の2の2（第3条の2、第51条の9関係）

：鮭管理者選任'解任)属山言

この用紙の大きさは、日本産業規格 A 4 とすること。
口印のある欄については、該当の口印にしを付けること

3 ※1欄は、複数権原の場合にあっては管理権原に属する部分の情報を記入すること。
4 ※ 2 欄 は、消防法施行令第 2 条 を適用するものにあっては同一敷地内にある同令第 1 条 の 2 の 防火対象物ごとに、
同令第3条第3項を適用するものにあっては管理椛原に属する部分ごとに記入すること。柵が不足する場合は、任意で
書類を作成し添付すること。
5 消防法施行令第1条の2第3項第2号及び第3号の防火対象物にあってはその他必要な事項の欄に工事が完了した際
の防火対象物の規模を記入すること。
6 消防法施行令第3条第2項又は同令第47条括弧書を適用するものにあってはその他必要な事項の欄に管理的又は監督
的な地位にある者のいずれもが防火及び防災管理上必要な業務を適切に遂行することができない理由を記入すること。
7 防 火・防災管理者の資格を証する書面を添付すること。
8 ※ 3 欄 は 、 記 入 し な い こ と 。
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東京消防庁
東 久 留 米 消 防 署 長 殿

氏 名

令 和 年 月 日

管理椛原者
住 所 東 京 都 東 久 留 米 市 滝 山

氏 名
（法人の場合は、名称及び代表者氏名）
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回防火 管理者を選任（解任）したので届け出ます《下記のとおり、
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（口甲種（口新規講習′口再識習）口乙種） 口防災管理（口新規講習口再講習）

講 習 機 関
修了年月日 年 月 日 年 月 日

そ の 他
口令第3条第1項第 （） 号（） 口令第47条第1項第（） 号
口規則第2条第（） 号 口規則第51条の5第 （） 号

解
任

氏 ‘名
解 任 年 月 日 令 和 年 月 日
解 任 理 由

／

そ の 他 必 要 事 項

受 付 欄 ※ 3 経 過 欄 ※ 3


